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2 月中のベースアップ評価料の届出をご検討ください 

（まだ届出をされていない診療所向け） 
 

医療機関に勤務する職員の賃上げを実施するための診療報酬上の評価である「ベースアップ評

価料」について、まだ届出をされていない診療所は、以下の理由により、２月中に届出を行って

いただきたく、今般、別添の説明資料を作成しましたので、貴会会員への周知徹底についてご

高配賜りますようお願い申し上げます｡ 

 

＜２月中の届出をお願いする理由＞ 

① 国の令和７年度補正予算における賃上げ支援事業として、診療所であれば 1 施設当たり 15

万円、有床診療所であれば 1 床当たり 7.2 万円の給付金が支給されることになりました。 

本事業の対象となる診療所は、原則として、令和 8 年 3 月 1 日時点で「ベースアップ評価料」

を届け出ている診療所とされております。 

（※上記事業では、賃上げ支援事業のみならず物価支援事業も講じられております。詳細につ

いては、別途ご案内申し上げました令和 8 年 1 月 27 日付け日医発第 1713 号(医経)(保険)

「令和 7 年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」

をご確認ください｡） 

 

② 令和 8 年 6 月から施行される令和 8 年度診療報酬改定では、ベースアップ評価料が見直さ

れる見込みですが、令和 7 年度以前から届け出ている医療機関と、令和 8 年度から届け出る医

療機では、算定できる点数に差が付く方向性で検討中となっております。 

（※「ベースアップ評価料」の見直しも含め、令和 8 年度診療報酬改定については、現在、中

医協において検討中であり、正式な内容については、後日、改めてお知らせいたします。） 

 

なお、本件につきましては､日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の

「令和 6 年度 診療報酬改定に関する情報｣に掲載を予定しております｡ 

 

<添付資料> 

２月中に外来･在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出をする場合の説明資料 


